
 

船舶事故等調査報告書 

平成２１年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第２１５号 

事故等種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２１年３月２５日 １５時２８分ごろ 

発生場所 香川県坂出港 三菱化学坂出導灯（後灯）から真方位２８８°６５０ｍ付

近（概位 北緯３４°２０.８′ 東経１３３°５０.２′） 

事故等調査の経過  平成２１年８月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 押船 日新
にっしん

、１２９トン 

   １３６７８８、新菱海運株式会社 

Ｂ はしけ 新菱
しんびし

５号 

なし、船舶所有者不詳 

 乗組員等に関する情報 船長 四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ｂ 左舷船首外板に凹損 

 事故等の経過  Ａ船は、Ｂ船を押して、坂出港内の岸壁に入船左舷着けとして着岸作業

中、北西寄りの風が強く、風下の岸壁に圧流され、平成２１年３月２５日

１５時２８分ごろ、Ｂ船の左舷船首外板が同岸壁に衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３ 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

事故発生時は、平均風速約７.５m/s、最大瞬間

風速約１３.１m/s の北西の強風が吹き、このた

め、Ａ船及びＢ船が圧流され、Ｂ船が岸壁に衝突

したものと考えられる。 

Ａ船は、強風による圧流を考慮して、操船の補

助として曳船を使用するなどの圧流防止の措置を

とらなかったため、Ｂ船が岸壁に衝突した可能性

があると考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船がＢ船を押して、強風下の坂出港内で着岸作業を行う

際、風による圧流防止の措置をとらなかったため、Ｂ船が岸壁に衝突した

ことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




